
保育園徴収金基準額表

各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分

階層区分 保育標準時間 保育短時間

第1階層 生活保護法による被保護世帯（単給世帯を含む） 0円 0円

第2階層 市町村民税非課税世帯 0円 0円

第3階層 市町村民税のうち均等割りのみの課税世帯 ８，０００円 ７，８００円

第4階層 市町村民税所得割課税世帯４８，６００円未満 １４，０００円 １３，８００円

第５階層 市町村民税所得割課税世帯５７，７００円未満 １４，０００円 １３，８００円

第６階層 市町村民税所得割課税世帯９７，０００円未満 １４，０００円 １３，８００円

第７階層 市町村民税所得割課税世帯１６９，０００円未満 １４，０００円 １３，８００円

第８階層 市町村民税所得割課税世帯３０１，０００円未満 １４，０００円 １３，８００円

第９階層 市町村民税所得割課税世帯３９７，０００円未満 １４，０００円 １３，８００円

第１０階層 市町村民税所得割課税世帯３９７，０００円以上 １４，０００円 １３，８００円

※第２子　半額　　第３子以降　無償

※延長保育　１回　１００円

２．３号認定利用者負担額


